
袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会 

 

１ 開催日時  令和４年５月２７日（金） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  袖ケ浦クリーンセンター２階会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 松田 晴夫 副会長 森岡 かおり 

委 員 大久保 努 委 員 山口 浩 

委 員 和田 玲子 委 員 影山 二三子 

委 員 切替 康夫 委 員 松岡 幸子 

（欠席委員） なし 

 

４ 出席職員 

市長 粕谷 智浩 
都市建設部 

部長 
佐藤 英利 

都市建設部 

次長 
大野 博之 

下水対策課 

課長 
徳田 恵子 

下水対策課 

副参事 

（施設班長） 

渡部 肇 

下水対策課 

副参事 

（業務班長） 

塩谷 晃雄 

下水対策課 

副課長 

（計画建設班長） 

菊地 国文 
下水対策課 

経理班長 
長谷川 雅史 

下水対策課 

副主査 
山田 峻之 

下水対策課 

主事 
山田 匠 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

（１）令和３年度袖ケ浦市下水道事業会計決算について（報告） 

 

７ 議 事  別紙会議録のとおり 

 議事録署名人の選出 

  松田会長が大久保委員と松岡委員を指名する。 



議題（１）令和３年度袖ケ浦市下水道事業会計決算について（事務局より説明） 

 

 質問事項等 

 

山口委員 

決算資料Ｐ５の年間有収水量ですが、Ｒ１年度からＲ２年度への増え幅が大き

く、Ｒ２年度とＲ３年度の値が他より高くなっていますが、新型コロナ感染症拡

大の影響があるかを含め原因をどう分析しているか教えてください。 

 

事務局（塩谷副参事） 

主に家事用の有収水量が増えていることから、新型コロナ感染症感染拡大の影

響により外出自粛等が要因で家にいる時間が多くなり、使用水量が増えていると

想定されます。 

 

大久保委員 

  決算資料Ｐ２の経常収支比率ですが、１００％に合わせるように一般会計から

の繰入金を調整することはできないですか。 

 

事務局（徳田課長）  

  現金不足が生じ、一般会計の繰入金により現金を補填しながら、事業を運営し

ています。このことから、結果的に経常収支比率が１００％を超えてしまってい

るということになります。経常収支比率は意図的に操作するものではなく、結果

的に算出された数値であります。 

 

松田会長 

有形固定資産減価償却率の考え方の目安はありますか。 

 

事務局（徳田課長） 

明確な目安というものはありません。類似団体や全国平均値よりも高い理由と

しては、袖ケ浦市は公共下水道等を急速に整備しているので、老朽化の速度が早

く、高い指標が反映されているのではないかと考えられます。 

 

山口委員 

  施設の老朽化が進んでいくという説明があり、その対応が必要であると考えら

れるが、経営指標が厳しくなっていく中で、収入の確保と支出の抑制という面か

ら、今後の取組について教えてください。 

 

事務局（徳田課長） 

  収入の面については、料金改定の検討も必要になってくると考えています。支

出の面については、ストックマネジメントの考え方から、耐用年数の長寿命化等



を図りながら経費の抑制を検証しています。 

 

山口委員 

  料金改定については、市民の方々の理解が必要となるため、今から徐々に経営

状況を情報公開し、伝えていくことが大切であると考えます。 

 

山口委員 

  基準内繰入金と基準外繰入金の詳細内容と基準外繰入金の推移、その削減につ

いての考えを教えていただきたい。 

 

事務局（徳田課長） 

  基準内については、公共下水道分流式に伴う事務経費等が対象となります。基

準外については基準内に該当しないものその他すべてとなります。 

近年の基準外の推移は、公共下水道については令和元年度約１億９９００万、

令和２年度約２億７２００万、令和３年度約３億２１００万となっています。 

元年度と２年度の差異については企業会計に移行し、基準内の算定基準が変更

になったことが主な要因であります。 

農業集落排水については令和元年度約４４００万、令和２年度約４８００万、

令和３年度約３５００万となっています。 

額の差異については事業費の差が要因であり、基準内の算定基準は公共下水道

と同じ方法をとっています。 

基準外繰入金の削減については、今後の大きな課題であると認識しております。 

 

大久保委員 

  もみの木台団地でどのような管渠の更生工事をされているのか教えていただ

きたい。 

 

事務局（徳田課長） 

  もみの木台団地は、もとから下水道を整備した区域ではなく、宅地開発事業者

施工のコミュニティプラントを持っていて、その地区を下水として引き継いだ区

域となります。引き継いだ際に管の状況が良くなかったことから管の更生を行っ

たところです。工法については既存管の内側に補修材を張り付けて補修するとい

う方法をとっております。 

 

大久保委員 

  コミュニティ排水から引き継いだということですが、他に事例はありますか。 

 

事務局（徳田課長） 

  大きい区域でいうと、のぞみ野、滝ケ沢団地、浜宿団地等があります。 

 



松田会長 

  長期前受金等のキャッシュフロー計算書での考え方を教えてください。 

 

事務局（徳田課長） 

  損益計算書等において記載している長期前受金等の勘定科目については帳簿

計算上計上しているものであり、実際の現金の流れと相違しています。 

キャッシュフロー計算書では実際の現金の流れを表現し、実際の現金の期末残

高がいくらになるのかを算出するための表となります。 

このようなことから当年度純利益や長期前受金等は実際の現金が年度内の期

間においてどう動いているか記載したものとなります。 

損益計算書は収益として整理する表、キャッシュフロー計算書は実際には現金

は入っていないので現金を引いている表となります。 

 

山口委員 

  作成していただいた財務３表において、経営上の問題や課題について改めて確

認させていただきたい。 

 

事務局（徳田課長） 

  決算資料のＰ１４において、営業損失が約７億４９００万円でています。営業

費用を営業収益で賄えていないということが、ここからわかる課題となります。 

 

山口委員 

決算資料Ｐ１５の費用の部分で支払利息等が多額となっているが、最近では利

息が安いこともあり、過去に借りた利息が高い企業債を利息が低い企業債に借り

換えて償還していくといったことはしていますか。 

 

事務局（徳田課長） 

  繰上げ償還は現在できなくなっています。借換債についてはありますが、庁内

全体のペイオフ制度との兼ね合いもあることから、現在利用には至っておりませ

ん。 

 

その他連絡事項 

事務局（塩谷副参事） 

審議会スケジュール案として、今年度は本日を含め６回程度を予定しておりま

す。今後の開催については、下水道事業会計の健全化について７月中旬頃と８月

上旬頃の２回程度を予定しております。日程調整のご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

 

 





 



 

 

 

 

 



 

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

R2 R3

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

R2 R3

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

R2 R3

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

R2 R3

20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

R2 R3



39,093

39,220

39,706

39,771

40,012

40,246

41,051

41,612

42,323

42,822

43,116

4,160 4,170 4,224 4,173 4,169 4,177 4,216 4,271 4,334

4,562 4,564



536
568 578 585 586 588 594 600

616 655
656

4,160 4,170 4,224
4,173 4,169 4,177

4,216 4,271
4,334

4,562 4,564

( )( )



2,039

2,239
2,616

2,940 3,333
3,458 3,511 3,454 3,400 3,323

3,322
180

192
208

248

265

305
312 311

304
320

311



22
24

26

32

35
40

41 41 41 44
43180

192
208

248
265

305
312 311 304

320
311

( )( )

















41,594

2.7%

336,047

21.9%

92,742

6.1%

951,441

62.1%

106,780

7.0%

2,516

0.2%

404

0.0%

6

0.0%

672,178

39.1%

560

0.0%

391,072

22.8%

651,998

37.9%

2,620

0.2%



75,366

4.91

106,779

6.96%

951,441

62.00%

59,401

3.87%

3,341

0.22%

213

0.01%

16,471

1.07%

969

0.06%

1,421

0.09%

250,696

16.33%

68,732

4.48%





637,064

44.6%

560

0.0%

277,199

19.4%

512,651

35.9%

606

0.0%

30,657

2.4%

297,921

23.7%

82,833

6.6%

766,801

61.0%

78,912

6.3%

96

0.0%

320

0.0%

6

0.0%



62,761

4.99%

78,912

6.28%

766,801

60.99%

48,755

3.88%

3,171

0.25%

134

0.01%

9,412

0.75%

969

0.08%
228,081

18.14%

58,223

4.63%





38,825

13.2%

113,873

38.7%

139,347

47.4%

2,014

0.7%

10,937

3.9%

38,125

13.7%

13,621

4.9%

184,640

66.5%

27,867

10.0%

2,421

0.9%
84

0.0%



12,605

4.54%

27,867

10.04%

184,640

66.51%

10,646

3.83%

170

0.06%

79

0.03%

7,059

2.54%

1,421

0.51%

22,615

8.15%

10,510

3.79%











 

 

 



 

 

 



- 1 - 

公営企業用語集 

（１）公営企業  

地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として、主にその経費を経営に伴う収入を

もって賄うことを原則として（独立採算の原則）、直接経営する企業。  

 

（２）法適用事業、法非適用事業  

地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用事業、適用していない事

業を法非適用事業という。  

法適用には、当然に同法の規定の全ての適用が求められる事業（水道事業等）、財務

規定等の適用が当然に求められる事業（病院事業）、条例の定めるところにより、同法

の規定の全部又は一部を適用することとされた事業（下水道事業等）がある。  

法適用事業においては、発生主義に基づく企業会計で処理され、法非適用事業におい

ては官庁会計で処理される。  

 

（３）特別会計  

一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して別個に経理される会計

をいう。地方公営企業法が適用される公営企業においては、事業ごとにその経営成績及

び財務状況を明らかにして経営すべきものであるので、その経理を特別会計を設けて行

うのが原則とされている。  

 

（４）期間損益  

公営企業の事業活動の成果を明らかにして経営状況を把握するために、一定の期間

（４月１日～３月３１日）に事業年度を区切って成績を把握する必要がある。この事業

年度を一単位期間として、その期間内における事業の収益及び費用を把握して期間損益

計算を行って営業成績を明らかにする。  

 

（５）発生主義  

現金主義では現金の異動に着目し、現金の異動があった時点でその事実について、収

入と支出に分けて経理するのに対し、発生主義では経済価値の変動を伴うあらゆる事実

について、その原因となる経済活動の発生時点で整理・記録しようとするもの。  

官庁会計においては現金主義を採用し、公営企業会計においては発生主義を採用してい

る。  

 

（６）費用配分の原則  

ある年度の期間損益の計算を行う場合、その年度に生じた収益と、その収益を得るた

めに要した費用を対応させて認識すること。具体例としては減価償却費等が挙げられる。  

参考資料１ 
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（７）収益的収入及び支出（３条予算）  

サービスの対価としての料金収入と、サービスの提供に要する支出からなっている。

年度内の企業活動により予定される収益とそれに対応する費用が現金の出入りがある

かないかに拘らず計上される。地方公営企業法施行規則別記第１号の予算様式第３条に

示されているところから、一般に３条予算と呼ばれている。  

 

（８）資本的収入及び支出（４条予算）  

公営企業の設置目的である住民へのサービス等の提供を維持するため及び将来の利

用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良

費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の元金償還等に関する収

入及び支出からなっている。原則として現金の動きを伴うもののみが計上される。地方

公営企業法施行規則別記第１号の予算様式第４条に示されているところから、一般に４

条予算と呼ばれている。  

 

（９）公営企業繰出金（一般会計繰入金）  

地方公営企業の経費のうち①経費の性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をも

って充てることが適当でない経費、②当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行って

もなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められ

る経費で政令で定めるものは、一般会計等において負担することとされている。この経

費負担区分ルールについては毎年度「繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通

知されている。  

 

（１０）長期前受金戻入 

補助金等を財源として、固定資産等の取得又は改良をした場合、当該補助金等の額を

長期前受金勘定（負債）に計上する。この固定資産等の減価償却等を行う際に、減価償

却等に対応する額を長期前受金戻入勘定で損益計算書へ計上（収益化）する。  

 

（１１）減価償却費  

固定資産は、使用によってその経済的価値が減少していくが、この減少額を、その資

産の耐用年数に渡って毎事業年度の費用として配分することを減価償却という。 

 

（１２）資産減耗費 

固定資産を除却したことにより、減価償却費として費用化していない額を費用計上す

るもの。 
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（１３）企業債  

地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるために、地方公共

団体が外部から資金を調達することで負担する一会計年度を超える長期の借入金。 

長期の借入を行うことで、それらの施設を利用して便益を受ける後世代の住民と、現

世代の住民の間で、費用負担を適切に分かつことを可能とする。 

 

（１４）過年度損益修正損 

令和２年度以前に計上された下水道使用料金を漏水等の理由で、令和２年度に修正する

ことによって発生する損失の額。 

 

（１５）建設改良債 

多額な建設を行うための費用に充てるための地方債。 

 

（１６）資本費平準化債  

企業債の元金償還期間と事業用施設の減価償却期間が異なることにより生じる元金

償還額と減価償却費の差額を後年度に繰り延べて平準化するために発行する地方債。  

 

（１７）建設改良費  

固定資産の新規取得又はその価値の増加のために要する経費。  

 

（１８）損益計算書  

一営業期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間中に得たすべて

の収益と、これに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を表示した

報告書。  

 

（１９）貸借対照表  

企業の財政状態を明らかにするため、一定の時点において当該企業が保有するすべて

の資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書。  

 

（２０）建設仮勘定 

固定資産の建設等において、その事業のために供した経費のこと。年度末の工事終了後

に資産勘定に振り替える。 
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（２１）引当金  

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可

能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もれる場合に、当期の負担に属する金額を

当期の費用又は損失として負債又は資産へ計上する。  

 

（２２）賞与引当金 

 通常６月に支給される期末手当及び勤勉手当が、前年の１２月から翌年５月までの労

働の対価として支払われる性質であることに鑑み、３月の年度末の段階においても、 

１２月から３月までの支払義務が実質的に発生していると捉え、その時点で発生してい

る額を費用計上するもの。 

 

（２３）法定福利費引当金 

 賞与引当金と同様に、６月に支給される期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のう

ち、１２月から３月までに発生しているみなされる額を費用計上するもの。 

 

（２４）貸倒引当金 

 将来的に回収不能となる恐れの高い未収金（下水道使用料）等について、その見込額

を資産の部に控除項目として計上すること。 

 

（２５）剰余金  

企業の正味財産（資産と負債の差額）のうち資本金を超えた額をいい、その発生理由

により、資本剰余金と利益剰余金に区分される。  

 

（２６）補てん財源 

 資本的収入が資本駅支出に不足する場合、企業内部に留保している資金により不足分

の財源を補てんしなければならない。その不足する財源に充てられる内部留保資金を補

てん財源という。減価償却費等現金支出を伴わない費用によって企業内に留保される資

金があげられる。 


